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第二次世界大戦後

• 仏 独の復興阻止

• 米 反共防波堤としての独
西欧諸国の共産化阻止

• ベネルクス3国
貿易相手国としての独

• 英
大陸との距離・米との「特別な関係」



<https://www.everycrsreport.com/reports/IN10688.html>

戦争で破壊され、荒廃した西欧の

経済社会を復興し、共産主義を封じ

込め，西欧諸国の崩壊を防ぐことが

アメリカにとって必須の戦略的課題

であった。寒さと飢え、失業者と難

民であふれた欧州の救済のためア

メリカは1947年に緊急援助を実施し

たあと、48年から52年にかけて116

億ドルを贈与の形で、 18億ドルを借

款の形で、西欧に供給した。

――上川孝夫・矢後和彦（編）『国際金

融史』（有斐閣、2007年）115頁。



この受け皿として欧州経済協力機構(OEEC) が設立された。ソ連・東欧圏と切り離されるなかで西欧の国際分

業関係を再編成し，域内の貿易自由化を進め，加盟各国に硬貨圏との貿易に必要な希少なドルを割り当て，

節約を図り，多角的決済制度を構築した。こうしたアメリカの援助や，朝鮮戦争の影響もあって西欧諸国や日

本はめざましい経済復興をとげた。

――上川孝夫・矢後和彦（編）『国際金融史』（有斐閣、2007年）115‐116頁（一部省略）。



Congrès de l’Europe de La Haye (1948)
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• 仏 西独の石炭を利用し、鉄鋼業の近代化
を図る

• 西独 仏と対等な立場で国際社会へ復帰

• 伊 産業界は抵抗も「外圧」による合理化へ
の期待

• Benelux 仏独支配に抵抗あるも、経済的に

選択の余地なく、安全保障面からも仏独協
力は望ましい

• 英 超国家的統合には反対



<https://www.touteleurope.eu/histoire/qu‐est‐ce‐que‐la‐ceca/>

石炭鉄鋼共同体の機構的構造

最高機関

閣僚理事会

裁判所

議員総会



ECSC設立条約9条1段

最高機関は、その全般的能力に基づき選ばれ、6年の任期を有する9名の委員により構成される。

10条1段

構成国政府は、合意により8名の委員を選任する。その8名の委員は9人目の委員を選任する。そ
のためには少なくとも5名の委員が賛成することを必要とする。



14条

最高機関は、本条約により与えられた任務を本条約に定められた条件の下で遂行するため、決定
をなし、勧告を行い、意見を表明する。

決定は、そのすべての要素において義務的である。

勧告は、それが達成しようとする目的に関して義務的であるものの、その対象となっている者に対
し、当該目的を達成するための手段の選択を委ねる。

意見は、非拘束的である。



署名／発効 基本法（一次法）をなす「条約」の名称

1951/1952 ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体設立条約（2002年終了）

1952/---- ヨーロッパ防衛共同体設立条約

1957/1958 ローマ条約（ヨーロッパ経済共同体設立条約＋ヨーロッパ原子力共同体設立条約）

1965/1967 「合併条約」

1971/1972 イギリス・デンマーク・アイルランド（・ノルウェー）加盟協定

1976/1976 欧州議会直接選挙議定書

1979/1981 ギリシャ加盟協定

1985/1986 スペイン・ポルトガル加盟協定

1986/1987 欧州単一議定書

1991/1992 マーストリヒト条約（欧州連合に関する条約）

1994/1995 フィンランド・オーストリア・スウェーデン加盟協定

1997/1999 アムステルダム条約

2001/2003 ニース条約

2003/2004 キプロス・ハンガリー・ポーランド・チェコ・スロヴァキア・スロヴェニア・エストニア・ラトヴィア・リトアニア・マルタ加盟協定

2004/---- 憲法条約

2005/2007 ブルガリア・ルーマニア加盟協定

2007/2009 リスボン条約

2012/2013 クロアチア加盟協定

2020/2020 イギリス脱退協定



<http://les‐yeux‐du‐monde.fr/>

<http://www.cndp.fr/>



<https://stringfixer.com/fr/Treaty_establishing_the_European_Defence_Community>



いわゆる「スパーク報告書」
Spaakはベルギー外務大臣

まえがき

およそあらゆる分野において全世界生産量の半分を占めるアメ

リカ合衆国と、世界人口の3分の1を占め10%から15%の勢いで

成長を続ける共産主義諸国との間で、かつて革新的産業を独

占し、海外領土から膨大な資源を取り込んでいたヨーロッパは、

今日、その対外的立場は弱体化し、影響力は低下し、内部での

分断の故に進歩の可能性も失ってしまっている。



<http://martial.berthot.free.fr/>

• Benelux 拡大しつつある6か国
間通商を制度化したい

• 仏 核エネルギー共同開発への
期待、スエズ危機を経て米への
「従属」からの脱却の必要性

• 独 制度化への経済的利益、
ザール問題解決を経て仏との関
係改善

• 伊 経済的利益への期待、「外
圧」による国内改革



委員会 Commission

数名（当初は9名）の委員＝閣僚級

立法提案

法の実施

理事会 Council

国家代表

政策決定

法案採択

議会 Assembly→Parliament

間接選挙 → 直接選挙

当初は立法過程に意見を述べるのみ

裁判所 Court
数名（当初は7名）の裁判官

数名（当初は2名）のavocat général

法の適用
「違憲立法審査」



<https://crp‐infotec.de/>



<http://www.bbc.com/>





EEC設立条約
↓

（加盟条約による修正）
↓

欧州単一議定書による修正
↓

マーストリヒト条約による修正
EC設立条約に改称

↓
アムステルダム条約による修正

↓
ニース条約による修正

↓
リスボン条約による修正

TFEUに改称

マーストリヒト条約によるEU条約(TEU)
創設
↓

アムステルダム条約による修正
↓

ニース条約による修正
↓

リスボン条約による修正





EEC設立条約の英訳























リスボン条約で追加（憲法条約に含まれていた）

• TEU 49条 加入条件

• TEU 7条 除名の可能性











TFEU. これ以外の条文はTEU.


